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１ 平成２９年度健全化判断比率報告書 

  地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定により、健全

化判断比率を次のとおり報告する。

⑴ 総括表

実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率 

－ － 9.6％ 72.2％ 

注)実質赤字額又は連結実質赤字額がない場合は、「－」を記載している。 

《比率の概要》 

区分 早期健全化基準 財政再生基準 

健
全
化
判
断
比
率 

① 実質赤字比率

一般会計等の実質赤字の標準財政規模に対する

比率 

財政規模に応じ 

11.25～15％ 

(本市 13.09％) 

20％ 

② 連結実質赤字比率

全会計の実質赤字の標準財政規模に対する比率

財政規模に応じ 

16.25～20％ 

(本市 18.09％) 

30％ 

③ 実質公債費比率

一般会計等が負担する元利償還金等の標準財政

規模に対する比率 

25％ 35％ 

④ 将来負担比率

地方債残高、債務負担行為支出予定額、退職手当

支給予定額、損失補償など、一般会計等が将来負担

すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率 

350％ － 

《財政健全化に向けた取組》 

早期健全化基準以上の場合 「財政健全化計画」の策定 

財政再生基準以上の場合 「財政再生計画」の策定 

《参考》 

標準財政規模(千円) 11,694,473 

うち臨時財政対策債発行可能額 660,320 
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⑵ 実質赤字比率

ア 一般会計等の実質収支額 (単位:千円) 

会計名 

歳入総額 

Ａ 

歳出総額 

Ｂ 

歳入歳出 

差引額 

Ｃ(A－B) 

翌年度へ繰越

すべき財源 

Ｄ 

実  質 

収 支 額 

Ｅ(C－D) 

一般会計 20,252,866 19,507,297 745,569 127,115 618,454 

病 院事業債 

管理特別会計 
305,900 305,900 0 0 0 

イ 標準財政規模(千円) 11,694,473 

(単位:％) 

ウ 実質赤字比率 － ※実質黒字の比率 5.28％

【算定方法】 

実質赤字比率	ウ ＝ 
アのＥ欄の額	ሺ※マイナスの場合のみሻ

イ

⑶ 連結実質赤字比率

区分 金額(千円) 備考 

ア 一般会計等の実質収支額の合計 618,454 ⑵アのＥ欄

イ 公営企業の資金不足額又は資金剰余額

(①+②+③)
3,062,691 

資金不足額がある場

合はマイナス計上 

① 水道事業会計 1,024,261 

② 病院事業会計 2,038,430 

③ 公共下水道事業特別会計 0 

ウ ア及びイに属さない特別会計の資金不

足額又は資金剰余額(④＋⑤＋⑥) 
186,701 

④ 国民健康保険特別会計 129,691 

⑤ 介護保険特別会計 40,581 

⑥ 後期高齢者医療特別会計 16,429 

エ 標準財政規模 11,694,473 

(単位:％) 

オ 連結実質赤字比率 － ※連結実質黒字の比率 33.07％

【算定方法】 

連結実質赤字比率	オ ＝ 
ア＋イ＋ウ	ሺ※マイナスの場合のみሻ

エ
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⑷ 実質公債費比率

区分 金額(千円) 備考 

ア 地方債の元利償還金 2,861,995 一般会計等に係る公債費 

イ 準元利償還金

619,317 

公営企業債繰出金 570,018 

一部事務組合負担金 38,980 

債務負担行為   10,319 

一時借入金利子     0 

ウ 元利償還金又は準元利償還金に充

てられた特定財源 549,020 

都市計画税   202,916 

転貸債   327,390 

住宅使用料等   18,714 

エ 算入公債費及び算入準公債費の額

(地方債の償還等に要する経費とし

て基準財政需要額に算入された額) 

2,030,414 

災害復旧事業等 1,641,143 

事業費補正 265,021 

密度補正    124,250 

オ 標準財政規模 11,694,473 

(単位:％) 

カ 実質公債費比率(単年度) 9.3 H27:10.3 H28：9.4 

キ 実質公債費比率 9.6 3 か年平均 

【算定方法】 

実質公債費比率		カ ＝ 
ሺア＋イሻ－ሺウ＋エሻ

オ－エ

⑸ 将来負担比率

区分 金額(千円) 備考 

ア 一般会計等に係る地方債の現在高 26,594,047 

イ 債務負担行為に基づく支出予定額 0 

ウ 一般会計等以外の特別会計に係る地方債

の償還に充てるための一般財源等からの繰

入見込額 

7,627,385 

水道事業   463,233 

病院事業  220,931 

下水道事業 6,943,221 

エ 組合等が起こした地方債の償還に係る地

方公共団体の負担見込額 
177,608 

オ 退職手当支給予定額に係る一般会計等負

担見込額 
4,053,609 

カ 設立法人の負債の額等に係る一般会計等

負担見込額 
272,906 

キ 連結実質赤字額 0 

ク 組合等の連結実質赤字額に係る一般会計

等負担見込額 
0 
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ケ 地方債の償還額等に充当可能な基金の残

高の合計額 5,091,282 

財政調整基金  4,048,544 

減債基金  2,540 

その他特目基金  1,040,198 

コ 地方債の償還額等に充当可能な特定の収

入
4,427,860 

都市計画税  2,063,608 

サ 地方債の償還等に要する経費として基準

財政需要額に算入が見込まれる額 
22,225,723 

シ 標準財政規模 11,694,473 

ス 算入公債費及び算入準公債費の額 2,030,414 H29 年度基準財政需要額 

(単位：％) 

セ 将来負担比率 72.2 

【算定方法】 

将来負担比率		セ ＝ 
ሺアイウ エオカ キクሻ－ሺケコ サሻ

シ－ス

２ 平成２９年度資金不足比率報告書 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定により、資

金不足比率を次のとおり報告する。 

⑴ 総括表

区分 会計名 資金不足比率(％) 備考 

法適用企業 

水道事業会計 － 
地方公共団体の財政の健全化

に関する法律施行令第 17条第

1 号の規定により事業の規模

を算定 
病院事業会計 － 

法非適用企業 
公共下水道事業

特別会計 
－ 

同令第 17条第 3号の規定によ

り事業の規模を算定 

注)資金不足額がない場合は、「－」を記載している。 

《比率の概要》 

区分 経営健全化基準 

資金不足比率 

公営企業ごとの資金不足額の事業規模に対する比率 
20％ 

《財政健全化に向けた取組》 

経営健全化基準以上の場合(公営企業会計) 「経営健全化計画」の策定 
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⑵ 法適用企業

ア 資金不足額 (単位:千円) 

会 計 名 

流動負債 
（控除企業債等
を除く。） 

Ａ 

算入地方債 

Ｂ 

流動資産 
（控除財源等を

除く。） 
Ｃ 

資金不足額又は
資金剰余額 

Ｄ(A＋B－C) 

水道事業会計 194,417 0 1,218,678 △1,024,261

病院事業会計 166,812 0 2,205,242 △2,038,430

イ 事業の規模 (単位:千円) 

会 計 名 
営業収益の額 

Ｅ 
受託工事収入の
額    Ｆ 

事業の規模 
Ｇ(E－F) 

備 考 

水道事業会計 621,549 0 621,549 

病院事業会計 1,179,433 0 1,179,433 

ウ 資金不足比率 (単位:％) 

水道事業会計 － ※資金剰余比率 164.8％

病院事業会計 － ※資金剰余比率 172.8％

【算定方法】 

資金不足比率		ウ ＝ 
Ｄ	ሺ※マイナスは、資金剰余額となる。ሻ

Ｇ

⑶ 法非適用企業

ア 資金不足額 (単位:千円) 

会 計 名 
歳出額 

Ａ 

算入地方債 

Ｂ 

歳入額 

Ｃ 

資金不足額又は
資金剰余額 
Ｄ(A＋B－C) 

公共下水道事業

特別会計 
1,143,209 0 1,143,209 0 

イ 事業の規模 (単位:千円) 

会 計 名 
営業収益の額 

Ｅ 
受託工事収入の
額    Ｆ 

事業の規模 
Ｇ(Ｅ－Ｆ) 

備考 

公共下水道事業

特別会計 
250,521 0 250,521 

ウ 資金不足比率 (単位:％) 

公共下水道事業特別会計 － ※資金剰余比率 －

【算定方法】 

法適用企業と同様 
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